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ご利用にあたって

１　この概要は、令和５年８月に公表された福島県企画調整部統計課編「令和２（２０２０）年度福島

県市町村民経済計算年報」から、会津若松市分を抜粋して作成したものです。

　　推計方法や県年報全体の内容については、福島県統計課ホームページをご覧ください。

２　市町村民経済計算は、県内市町村の経済活動を生産・分配の２つの側面からとらえ、県内市町村の

経済の規模、成長率、構造、所得水準などを明らかにするものです。

　　なお、市町村民経済計算は、県民経済計算の値を、統計指標等で各市町村に按分して推計していま

す。

３　今回の推計にあたっては、最新の統計資料の利用、推計方法の改善等により、過去の推計値を遡及

して改定していますので、数値を利用される場合はご留意ください。

４　1人当たり市町村民所得は、企業の利益なども含めた市町村民経済全体の所得水準を表しています。

個人の給与や実収入の平均値ではありません。

　　

５　統計表の記号の用法は、次のとおりです。

　「△」 ・・・・・・・・・・・  負数（マイナス）

  「０」又は「０.０」・・・・・　皆無又は単位未満

　「－」 ・・・・・・・・・・・　該当なし

６　統計表の数値は単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の和が一致しない場合があります。

７　統計表の対前年度増加率は、単位未満を四捨五入する前の数値から次により算出しています。

　　マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮小した場合は、プラスで表示されます。

    対前年度増加率=(X1X0 −1)×(X0の符号)×100(%)   
X1：当該年度の計数
X0：前年度の計数

　　

　※巻末に、用語解説を掲載していますのでご参照ください。
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１　市町村民経済計算とは

（１）市町村民経済計算の概念

　市町村民経済計算とは、市町村の居住者（家計・企業・対家計民間非営利団体）が、経済活動

（モノ（財貨）を作ること、サービスを提供すること）に従事することで、1年間に生み出された

新たな価値（付加価値（企業なら純利益＋給料））を貨幣価値で評価したものです。

　市町村民経済計算では、各産業の生産活動によって新たに付加された生産物の価値としてとらえ

た「生産」と、その付加価値が所得として生産活動に投入された諸要素（労働・資本・土地）へ配分

されていく「分配」の二つの側面を推計対象としています。

　

（２）市町村民経済計算のポイント

　ア　市町村民経済計算で分かること

　○ 市町村経済の規模・名目経済成長率　　　

　○ 産業の構造（各産業の構成比、成長率等）

　○ 所得の構造（所得水準、分配状況）

　イ　市町村民経済計算の利用方法

　〇　市町村経済活動の評価・分析　　　　　　 〇　経済構造の分析

　〇　経済計画の策定（市町村の総合計画等）　 〇　県・県内市町村との比較

　〇　諸政策の評価・分析（予算編成資料、企業誘致等）

（３）市町村内総生産

　市町村内で活動する経済主体を対象とし（市町村内概念）、一定期間内（年度間）に市町村内各

経済主体の生産活動によって新たに付加された価値の評価額を経済活動別、産業別に示したもので、

産出額から中間投入を控除したものに当たります。
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＜生　産＞　
　　市町村内総生産　＝　産出額（出荷額・売上高など）　
　　　　　　　　　　　－　中間投入（原材料・光熱費など）

＜分　配＞
　　市町村民所得　　＝　市町村民雇用者報酬（給与・退職金など）
　　　　　　　　　　　＋　財産所得（利子や賃貸料などの財産収入）
　　　　　　　　　　　＋　企業所得（営業収益など） 

　第１　概要



（４）市町村民所得

　市町村に居住する個人及び市町村に所在する事業所を対象とし（市町村民概念）、生産活動によ

って生み出された付加価値が、各生産要素（労働・資本・土地など）へどのように配分されたかを

経済主体別にとらえたもので、市町村内純生産に当該市町村外からの所得（純）を加えたものに当

たります。

（５）（参考）市町村民家計所得

　市町村民家計所得は、福島県市町村民経済計算独自の概念です。

　県民経済計算の制度部門別所得支出勘定の家計（個人企業を含む）部門の一部を組み替え、県民

経済計算における可処分所得に近い概念になるようにしていますが、ここで定義した市町村民家計

所得は家計の実所得そのものではありません。

　市町村民所得のうち家計（個人及び個人企業）が受け取る所得に、現物社会移転以外の社会給付

（年金等）とその他の経常移転（非生命保険の受取から支払を除いた純増分等）を加えています。

＜市町村民所得相互概念図＞
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市町村内産出額 市町村内総生産 中間投入

市町村内総生産 市町村内純生産

市町村民所得 市町村民雇用者報酬

財産所得 企業所得

政府 家　計 民　間 公的 個　人

市町村民雇用者報酬

財産所得 企業所得

家　計 個　人

域外からの要素取得（純）

生

産
生産・輸入品
に課される
税（純）

固定資本
減耗

分

配
対家計民間

非営利団体

家

計

（参考）
市町村民家計所得

現物社会移転
以外の社会給付

その他の
経常移転
（純）

消費税・関税・酒税等の生産者に課せられる税で、その負担が
最終購入者へ転換されるものから補助金を差し引いた分 構築物、設備、機械等の

再生産可能な固定資産の
減耗分を評価した額
なお、道路やダム等の
社会資本の減耗分も含む

非生命保険や仕送金・
贈与金等の受取金から
支払金を差し引いた純増分

年金・健康保険等の現金給付分や
生活保護・恩給等



２　市町村内総生産

　令和 2年度の市町村内総生産は、4,189億円となり、前年度と比べ6.1％の減少となりました。県内

総生産（7兆 8286億円）に占める割合は、5.4％となっています。

 産業別に前年度と比較してみると、第１次産業は 5.8％、第２次産業が17.1％、第３次産業が 3.4％

減少しました。

注：経済活動別内訳には輸入品に課される税・関税等が含まれないため、第１次産業～第３次産業の計

は市町村内総生産と一致しない。
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表１　市町村内総生産

産　業　別

実　数（百万円） 対前年度 構成比（％）

令和元年度
増加率

（％）

市町村内総生産 418,899 446,319 △ 6.1 100.0 ( － ) 100.0

第１次産業 4,743 5,034 △ 5.8 1.1 ( 0.8 ) 1.1

農業 4,652 4,927 △ 5.6 1.1 ( 0.9 ) 1.1

林業 91 106 △ 14.9 0.0 ( 0.2 ) 0.0

水産業 0 1 △ 44.6 0.0 ( 0.0 ) 0.0

第２次産業 75,485 91,032 △ 17.1 18.0 ( 0.5 ) 20.4

鉱業 195 196 △ 0.1 0.0 ( 0.5 ) 0.0

製造業 56,886 73,251 △ 22.3 13.6 ( 0.6 ) 16.4

建設業 18,403 17,585 4.6 4.4 ( 0.4 ) 3.9

第３次産業 337,704 349,495 △ 3.4 80.6 ( 1.2 ) 78.3

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 18,137 18,971 △ 4.4 4.3 ( 0.7 ) 4.3

卸売・小売業 53,975 53,538 0.8 12.9 ( 1.4 ) 12.0

運輸・郵便業 17,344 19,716 △ 12.0 4.1 ( 0.9 ) 4.4

宿泊・飲食サービス業 9,554 18,353 △ 47.9 2.3 ( 1.8 ) 4.1

情報通信業 11,515 11,095 3.8 2.7 ( 1.2 ) 2.5

金融・保険業 14,251 11,344 25.6 3.4 ( 1.3 ) 2.5

不動産業 50,899 50,880 0.0 12.2 ( 1.2 ) 11.4

専門・科学技術、業務支援サービス業 39,583 39,287 0.8 9.4 ( 1.3 ) 8.8

公務 20,631 21,377 △ 3.5 4.9 ( 0.8 ) 4.8

教育 18,927 18,848 0.4 4.5 ( 1.3 ) 4.2

保健衛生・社会事業 63,664 64,142 △ 0.7 15.2 ( 1.7 ) 14.4

その他のサービス 19,224 21,942 △ 12.4 4.6 ( 1.5 ) 4.9

輸入品に課される税・関税等 968 758 27.6 0.2 ( 1.3 ) 0.2

（参考） 市が占める割合（％）

福島県内総生産 7,828,577 7,907,778 △ 1.0 5.4 ( － ) 5.6

令和2年度
令和2年度 令和

元年度(　)内は特化係数



図１　特化係数（会津若松市の各産業別総生産構成比 ÷ 県の産業別総生産構成比）

３　市町村民所得

　令和 2年度の市町村民所得は 3,146億円となり、前年度と比べ4.2％の減少となりました。

　項目別に前年度と比較してみると、市町村民雇用者報酬が 2.7％、財産所得が 2.4％、企業所得が

9.2％減少しました。

　一人当たり市町村民所得は、268万円と前年度と比べ2.2％減少し、県平均を下回りました。
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   保健衛生・社会事業
水産業           

林業

鉱業

農業

宿泊・
飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

運輸・郵便業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

建設業

教育

その他のサービス

公務

専門・科学技術、
業務支援サービス業

不動産業

卸売・小売業

               製造業

0

1

2

会津若松市

福島県

表２　市町村民所得

項　目　別
実　数（百万円） 対前年度

令和元年度 実数 令和元年度

市町村民所得 314,583 328,484 △ 13,901 △ 4.2 100.0 100.0

市町村民雇用者報酬 222,899 229,131 △ 6,231 △ 2.7 70.9 69.8

財産所得 20,945 21,465 △ 520 △ 2.4 6.7 6.5

企業所得 70,739 77,888 △ 7,149 △ 9.2 22.5 23.7

実　数（千円） 対前年度

令和元年度 実数 令和元年度

一人当たり市町村民所得 2,680 2,741 △ 61 △ 2.2 94.6 93.8

構成比(%)

令和2年度 増加率(%) 令和2年度

水準（県平均＝100）

令和2年度 増加率(％) 令和2年度



４（参考）市町村民家計所得

　福島県市町村民所得推計独自の概念である市町村民家計所得では、令和 2年度は 3,633億円となり、

前年度と比べ2.8％の増加となりました。

　項目別では個人企業所得が 2.2％、その他の経常移転(純)が 764.7％増加するも、市町村民雇用者報

酬が 2.7％、家計の財産所得が 2.4％、現物社会移転以外の社会給付が 0.5％減少しています。

　一人当たり市町村民家計所得は、309万 5千円と前年度より 5.0％増加しましたが、県平均を下回り

ました。
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表３　（参考）市町村民家計所得

項　目　別
実　数（百万円）

令和元年度 令和元年度

市町村民家計所得 363,307 353,309 2.8 100.0 100.0

市町村民雇用者報酬 222,899 229,131 △ 2.7 61.4 64.9

家計の財産所得 20,606 21,123 △ 2.4 5.7 6.0

個人企業所得 29,489 28,856 2.2 8.1 8.2

現物社会移転以外の社会給付 75,952 76,360 △ 0.5 20.9 21.6

その他の経常移転（純） 14,362 △ 2,161 764.7 4.0 △ 0.6

実　数（千円）

令和元年度 令和元年度

一人当たり市町村民家計所得 3,095 2,949 5.0 97.2 96.1

対前年度
増加率(％)

構成比(％）

令和2年度 令和2年度

対前年度
増加率(％)

水準（県平均＝100）

令和2年度 令和2年度



注：経済活動別内訳には輸入品に課される税・関税等が含まれないため、第１次産業～第３次産業の計は市町

村内総生産と一致しない。
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　第２　統計表

１　産業別市町村内総生産の推移
単位：百万円

令和元年度

市町村内総生産 462,769 446,319 418,899

第１次産業 5,411 5,034 4,743

農業 5,279 4,927 4,652

林業 129 106 91

水産業 2 1 0

第２次産業 97,223 91,032 75,485

鉱業 195 196 195

製造業 77,272 73,251 56,886

建設業 19,757 17,585 18,403

第３次産業 358,484 349,495 337,704

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 19,340 18,971 18,137

卸売・小売業 53,414 53,538 53,975

運輸・郵便業 20,147 19,716 17,344

宿泊・飲食サービス業 19,795 18,353 9,554

情報通信業 11,211 11,095 11,515

金融・保険業 17,375 11,344 14,251

不動産業 52,868 50,880 50,899

専門・科学技術、業務支援サービス業 38,382 39,287 39,583

公務 21,338 21,377 20,631

教育 18,983 18,848 18,927

保健衛生・社会事業 63,429 64,142 63,664

その他のサービス 22,202 21,942 19,224

輸入品に課される税・関税等 1,651 758 968

平成30年度 令和2年度
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２　市町村民所得の推移
単位：百万円

令和元年度

市町村民所得 336,567 328,484 314,583

市町村民雇用者報酬 224,475 229,131 222,899

賃金・俸給 191,734 196,442 190,363

雇主の社会負担 32,741 32,689 32,537

財産所得 22,544 21,465 20,945

一般政府 8 52 51

家計 22,212 21,123 20,606

対家計民間非営利団体 325 290 288

企業所得 89,548 77,888 70,739

民間法人　企業 56,334 47,451 39,534

公的企業 2,328 1,581 1,716

個人企業 30,886 28,856 29,489

一人当たり市町村民所得

実数（千円） 2,785 2,741 2,680

93.9 93.8 94.6

平成30年度 令和2年度

水準（県平均＝100）

３　（参考）市町村民家計所得の推移
単位：百万円

令和元年度

市町村民家計所得 349,808 353,309 363,307

市町村民雇用者報酬 224,475 229,131 222,899

家計の財産所得 22,212 21,123 20,606

個人企業所得 30,886 28,856 29,489

現物社会移転以外の社会給付 74,591 76,360 75,952

その他の経常移転（純） △ 2,356 △ 2,161 14,362

一人当たり市町村民家計所得

実数（千円） 2,895 2,949 3,095

96.0 96.1 97.2

平成30年度 令和2年度

水準（県平均＝100)
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４　県内各市の市町村内総生産の推移
単位：百万円

令和元年度

会津若松市 462,769 446,319 418,899

喜多方市 147,507 142,523 143,906

福島市 1,173,177 1,134,264 1,113,617

二本松市 179,660 179,559 173,540

伊達市 167,685 165,350 186,267

本宮市 213,698 201,555 210,765

郡山市 1,376,405 1,344,607 1,346,259

須賀川市 270,017 264,962 269,305

田村市 121,857 130,994 132,693

白河市 325,222 322,550 338,107

相馬市 264,309 249,113 195,007

南相馬市 334,785 326,489 329,015

いわき市 1,337,523 1,352,659 1,330,603

福島県 8,022,920 7,907,778 7,828,577

平成30年度 令和2年度

５　県内各市の市町村民所得の推移
単位：百万円

令和元年度

会津若松市 336,567 328,484 314,583

喜多方市 114,270 112,030 107,564

福島市 873,682 858,177 827,646

二本松市 143,958 140,401 132,356

伊達市 145,491 142,883 139,941

本宮市 100,353 95,491 91,090

郡山市 1,018,687 1,002,663 969,869

須賀川市 212,817 208,144 201,276

田村市 90,163 89,328 84,662

白河市 196,061 192,390 184,490

相馬市 121,398 114,914 103,516

南相馬市 182,589 177,877 170,502

いわき市 995,570 962,866 933,129

福島県 5,540,403 5,409,713 5,192,935

平成30年度 令和2年度
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６　県内各市の一人当たり市町村民所得の推移
単位：千円

令和元年度

会津若松市 2,785 2,741 2,680

喜多方市 2,421 2,404 2,403

福島市 3,023 2,993 2,928

二本松市 2,565 2,537 2,471

伊達市 2,418 2,404 2,403

本宮市 3,274 3,126 3,013

郡山市 3,060 3,022 2,960

須賀川市 2,796 2,745 2,684

田村市 2,456 2,484 2,407

白河市 3,254 3,221 3,101

相馬市 3,199 3,071 2,969

南相馬市 3,353 3,316 2,890

いわき市 2,903 2,830 2,803

福島県 2,965 2,921 2,833

平成30年度 令和2年度

７　（参考）県内各市の市町村民家計所得の推移
単位：百万円

令和元年度

会津若松市 349,808 353,309 363,307

喜多方市 125,196 126,104 128,861

福島市 899,453 912,970 934,241

二本松市 155,437 155,237 157,450

伊達市 161,915 162,627 167,748

本宮市 90,656 91,046 93,948

郡山市 1,039,274 1,057,593 1,085,802

須賀川市 225,035 226,358 233,261

田村市 97,515 97,590 99,581

白河市 190,378 193,004 196,584

相馬市 110,585 110,290 111,529

南相馬市 173,699 175,856 184,783

いわき市 1,020,307 1,021,388 1,051,339

福島県 5,636,882 5,684,406 5,836,800

平成30年度 令和2年度



注：市町村別の値は県統計課「福島県の推計人口」による。福島県の値は総務省統計局「人口推計年報」等による。
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８　（参考）県内各市の一人当たり市町村民家計所得の推移
単位：千円

令和元年度

会津若松市 2,895 2,949 3,095

喜多方市 2,652 2,707 2,879

福島市 3,112 3,184 3,305

二本松市 2,769 2,806 2,940

伊達市 2,691 2,736 2,880

本宮市 2,958 2,981 3,107

郡山市 3,122 3,187 3,313

須賀川市 2,956 2,985 3,110

田村市 2,656 2,714 2,831

白河市 3,159 3,231 3,304

相馬市 2,914 2,947 3,199

南相馬市 3,190 3,278 3,132

いわき市 2,976 3,002 3,158

福島県 3,016 3,070 3,184

平成30年度 令和2年度

９　所得算出に使用した県内各市別総人口

令和元年度

会津若松市 120,841 119,820 117,376

喜多方市 47,203 46,592 44,760

福島市 289,007 286,742 282,693

二本松市 56,135 55,332 53,557

伊達市 60,164 59,441 58,240

本宮市 30,652 30,546 30,236

郡山市 332,863 331,838 327,692

須賀川市 76,120 75,822 74,992

田村市 36,716 35,955 35,169

白河市 60,261 59,730 59,491

相馬市 37,946 37,425 34,865

南相馬市 54,455 53,643 59,005

いわき市 342,897 340,231 332,931

福島県 1,868,764 1,851,840 1,833,152

各年10月1日現在　単位：人

平成30年度 令和2年度



※五十音順

【い】域外からの要素所得（純）

　市町村民所得の一部。市町村外からの雇用者報酬（純）と域外からの財産所得（純）からなる。

　市町村外からの雇用者報酬（純）は、市町村外から受け取る雇用者報酬（支払）－市町村外に

支払う雇用者報酬（受取）であり、市町村民が市町村外で就労して得た所得等が含まれる。ただ

し、出稼ぎによる送金は市町村外からの経常移転となる。

　域外からの財産所得（純）は、域外から受け取る財産所得（支払）－域外に支払う財産所得

（受取）であり、市町村外企業からの法人企業の分配所得や域外の中央政府等からの利子・賃貸

料等が含まれる。

一般政府

　一般政府は、中央政府（国出先機関）、地方政府（県、市町村）、それらによって設定、管理さ

れている社会保障基金から構成され、一般行政や公的教育などの財貨・サービスを無料ないし経

済的に意味のない価格（生産者の供給量にも購入者の需要量にもほとんど影響を与えない価

格）で生産する非市場生産者である。ここで、公営企業のうち経済的に意味のある価格で財貨・

サービスを供給しているとみなせるものは、市場生産者に計上しており、上水道事業や病院事業

などが電気・ガス・水道・廃棄物処理業や保健衛生・社会事業などに計上されている。

　一般政府の産出額は、そのコストによって評価され、具体的には、産出額＝①雇用者報酬（人件

費）＋②中間投入（物件費）＋③固定資本減耗（建物、道路・ダム等の社会資本、ソフトウェア

の減価償却相当額等）＋④生産・輸入品に課される税となる。また、その性質上、営業余剰が発生

しないため、費用のうち①③④の合計を総生産と定義している。

　2015年（平成 27年）基準改定により、県民経済計算では、中央政府、全国社会保障基金からな

る「中央政府等」と、地方政府及び地方社会保障基金からなる「地方政府等」が区別され、制度単位

としての中央政府等をどの地域にも属さない域外（準地域）に位置づけることとなった。市町村

民経済計算では、中央政府等、地方政府等のうち県及び県が設定、管理する地方社会保障基金を域

外（準地域）に位置づけることとなった。

【え】営業余剰・混合所得

　生産活動から発生した付加価値のうち、資本を提供した企業部門の貢献分を指し、市町村内雇

用者報酬、固定資本減耗、生産・輸入品に課される税（控除）補助金とともに付加価値の構成要

素の一つである。制度部門としては、非金融法人企業、金融機関、家計の三つの部門にのみ発生す

る。一般政府と対家計民間非営利団体は非市場生産者であり、定義上その産出額を生産費用の合

計として計測していることから、営業余剰・混合所得は存在しない。

　営業余剰は、生産活動への貢献分として、法人企業部門（非金融法人企業と金融機関）の取り

分を含むとともに、家計部門のうち持ち家分の取り分も含む。

　一方、混合所得は、家計部門のうち個人企業の取り分であり、その中に事業主等の労働報酬的要

素を含むことから、営業余剰と区別して混合所得として記録される。

【き】企業所得

　営業余剰・混合所得に受け取った財産所得を加算し、支払った財産所得を控除したもの。経常

利益に近い概念。市町村民所得の一部を構成する。

　企業所得は民間法人企業所得、公的企業所得、個人企業所得に分類される。
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　第３　用語の解説



帰属計算

　県民経済計算、市町村民経済計算上の特有な概念であり、財貨・サービスの提供ないし享受に

際して、実際には市場でその対価の受払いが行われなかったにもかかわらず、それがあたかも行

われたかのようにみなして擬制的取引計算を行うことをいう。

　主なものとしては、持ち家に係る住宅賃貸料である帰属家賃が挙げられる。

寄与度（対前年度増加寄与度）

　各項目の増減が総額の増減に対してどれだけ貢献（寄与）しているのかを示す度合い。総額の

増加率の内訳であり、各項目の寄与度の合計は総額の増加率と等しくなる。単位は「パーセントポ

イント」で、本概要では「％」で表示している。

項目別対前年度増加寄与度（％） ＝ 前年度構成比 × 項目別増加率（×100） 

　　　　　　　　　　　　　　　 ＝ 当年度項目別増減額 ／ 前年度総額（×100）

【け】経済活動別市町村内総生産

　市町村内総生産を産業別内訳毎にみたもので、統計表で表している。県・市町村は年度値で、国

は暦年値で公表している。なお、市町村内総生産は、経済活動別市町村内総生産を合計した値

（「小計」欄）から、輸入品に課される税・関税を加算し、総資本形成に係る消費税を控除して算

出される。

経済活動別分類

　財貨・サービスの生産についての意思決定を行う主体の分類である。経済活動別分類は、生産

技術の同質性に着目した分類となっており、事業所（実際の作業を行う工場や事業所など）が統

計の基本単位となっている。

経済成長率

　市町村内総生産の対前年度増加率。県や市町村は年度値のみ、国は暦年値・年度値（一部）・

四半期値を公表している。

　なお、国や県は名目値と実質値の経済成長率を公表しているが、市町村民経済計算では名目値

のみの公表である。

【こ】固定資本減耗

　固定資本減耗は、建物、構築物、機械・設備、知的財産生産物等からなる固定資産（有形固定資

産、無形固定資産）について、これを所有する生産者の生産活動の中で、物的劣化、陳腐化、通常

の破損・損害、予見される滅失、通常生じる程度の事故等による損害から生じる減耗分の評価額

を示し、固定資産を代替するための費用として総生産の一部を構成する。固定資本減耗は、全て時

価（再調達価格）ベースで推計されている。

　なお、社会資本（注）等の固定資産についても固定資本減耗が計上されている。

　また、生産や総資本形成などで、固定資本減耗を含む計数は「総」（Gross）、含まない計数は

「純」（Net）を付して呼ばれる。

（注）社会資本

　道路、ダム、公園、上下水道等の社会資本（インフラストラクチャー）は主として一般政府によって形成され、財貨・

サービスの生産活動に間接的に貢献する。社会資本の減価償却分は１９６８ＳＮＡまでは計上されていなかったが、１９

９３ＳＮＡでは一般政府の固定資本減耗に計上するようになった。

13



雇用者

　雇用主ではなく、被雇用人に近い概念。市場生産者・非市場生産者を問わず生産活動に従事す

る就業者のうち、個人業主と無給の家族従事者を除く全ての者であり、法人企業の役員、特別職の

公務員、議員等も含まれる。

雇用者報酬　

　雇用者報酬とは、生産活動から発生した付加価値のうち労働を提供した雇用者への分配額を指

す。賃金のほか、雇用者の福利厚生のための雇主の各種負担等を含む広義の雇用者の所得。

　市町村民雇用者報酬は市町村民ベースの雇用者報酬で、市町村内雇用者報酬に市町村外からの

雇用者報酬（純）を加えた値である。

　雇用者報酬は、具体的には以下のような項目から構成されており、このうち①(b)、②及び③の

一部は、実際に現金の形で雇用者に支払われるものではなく、帰属計算項目として雇用者報酬に

含まれているものである。

①賃金・俸給

(a)現金給与（所得税、社会保険料の雇用者負担等の控除前）

　一般雇用者の賃金、給料、手当、賞与などの他に役員給与や議員歳費等も含まれる。

(b)現物給与

　自社製品等の支給など、主として消費者としての雇用者の利益となることが明らかな財

貨・サービスに対する雇主の支出である。給与住宅差額家賃もこれに含まれる。

②雇主の現実社会負担

(a)雇主の現実年金負担

　社会保障制度を含む社会保険制度のうち年金制度に係る雇主の負担金。

(b)雇主の現実非年金負担

　社会保障制度のうち、医療や介護保険、雇用保険、児童手当に関わる雇主の負担金等。

③雇主の帰属社会負担

(a)雇主の帰属年金負担

　企業年金のような雇主企業においてその雇用者を対象とした社会保険制度のうち確定給

付型の退職後所得保障制度（年金と退職一時金を含む）に関してのみ計上される概念であ

り、企業会計上、発生主義により記録されるこれらの制度に係る年金受給権のうち、ある会

計期間における雇用者の労働に対する対価として発生した増分（現在勤務増分）に、これ

らの制度の運営費（「年金制度の手数料」と呼ばれる）を加えたものから、これらの制度に

係る雇主の現実年金負担を控除したもの。

(b)雇主の帰属非年金負担

　発生主義での記録が行われない退職一時金の支給額や、その他無基金により雇主が雇用

者に支払う福祉的な給付（私的保険への拠出金や公務災害補償）。
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【さ】財産所得

　市町村民所得の一部。資産の貸借により生じる所得。

　財産所得は、金融資産の所有者である制度単位が他の制度単位に対して資金を提供する見返り

として受け取る「投資所得」と、土地等の所有者である制度単位が他の制度単位に対してこれを提

供する見返りに受け取る「賃貸料」からなる。財産所得の受払は、全ての制度部門に記録されるが、

さらに内訳として、「利子」、「法人企業の分配所得」、「その他の投資所得」、「賃貸料」に分かれる。

ただし賃貸料には、構築物（住宅を含む）、設備、機械等の再生産可能な有形固定資産の賃貸に関

するものは含まれない。

　企業所得は、営業余剰（営業利益）＋財産所得の受取・支払からなっている。

産出額

　出荷額や売上高に近い概念。産出額から中間投入を控除することで付加価値（総生産）になる。

　卸売・小売業では、商品販売額そのものではなく、仕入額などを控除した粗利益が産出額のベ

ースとなる。

　なお、一般政府、対家計民間非営利団体の産出額は、そのコストによって評価される。「一般政

府」「対家計民間非営利団体」の項を参照。

【し】市場価格表示及び要素費用表示

　市場価格表示とは、文字通り市場で取引される価格による評価方法であり、消費税等の生産・

輸入品に課される税（控除）補助金を含んだ価格表示のことである。一般に市場価格表示では二

つの評価方法が採られており、一つは生産者価格表示、他方は購入者価格表示による方法である。

　一方、要素費用表示とは、各商品の生産のために必要とされる生産要素に対して支払われた費

用（雇用者報酬、営業余剰・混合所得、固定資本減耗）による評価方法である。要素費用表示は、

生産者価格から生産・輸入品に課される税を控除し、補助金を加えたものに等しい。

　通常、市町村民経済計算では、市町村内総生産は市場価格表示、市町村民所得は要素費用表示

の額を用いる。

市町村内概念と市町村民概念

　市町村内という概念は、市町村内で活動する経済主体を対象とするという概念であり、経済活

動の場所に着目した概念（属地主義）である。

　一方、市町村民という概念は、その市町村の居住者主体を対象とする概念（属人主義）である。

市町村内・外で活動するかどうかを問わず市町村内に所在する企業、一般政府、対家計民間非営

利団体及び当該市町村の居住者である個人を指す。

　財貨・サービスの生産に関しては、市町村内で行われる全ての生産を記録するため、市町村内

概念により構成される。例えば企業については、資本関係ではなく事業所の所在地で判断する。他

市町村に本社のある企業が、市町村内において生産活動を行っていれば当市町村の生産者として

市町村内に含まれ、逆に当市町村に本社のある企業が他市町村の工場、支店などで行う生産活動

は含まれない。また、複数市町村にまたがって営業している企業は、市町村分を分割して計上して

いる。

市町村内純生産

　市町村内ベースの純生産。市町村内総生産から固定資本減耗を除いたものが市場価格表示の市

町村内純生産で、さらに生産・輸入品に課される税（控除）補助金を除くと要素費用表示の市町

村内純生産となる。市町村内雇用者報酬、営業余剰・混合所得からなる。
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市町村内総生産

　一定期間（市町村民経済計算では年度単位）に市町村内の経済主体が生み出した付加価値額

の総額。産出額から中間投入を控除して求められる。なお、固定資本減耗を控除する前の値である。

市町村民所得

　分配された付加価値を市町村民ベースで評価したもの。市町村内純生産に域外からの要素所得

（純）を加えた値でもある。市町村民雇用者報酬、財産所得、企業所得からなる。市場価格表示と

要素費用表示がある。通常、要素費用表示の額を市町村民所得としている。

　市町村民雇用者報酬には、厚生年金や労災保険などの事業主負担分も含まれている。

　土地や株式の売却益、相続した遺産などは、課税対象所得であっても、生産活動で生み出された

付加価値ではないため、財産所得には含まれない。

　社会保障給付（国民年金ほか）、社会扶助給付（生活保護費ほか）等は、住民や企業など市町

村外を含む誰かにいったん分配された付加価値を、年金負担や租税を通じて政府などが集めたう

えで再び分配したものである。年金給付の財源となる付加価値は市町村民雇用者報酬などの形で

市町村民所得に含まれているが、年金給付そのものは市町村民所得には含まれない。

　2015年（平成 27年）基準改定により、県及び県が設定、管理する地方社会保障基金の財産所

得が推計対象外となったため、市町村民所得の市町村計と県計（県民経済計算の県民所得）は合

致しない。

社会保障基金

　社会保障基金とは、①政府により賦課・支配され、②社会の全体ないし大部分をカバーし、③強

制的な加入・負担がなされる、という基準をすべて満たすものと定義される。

　社会保障基金は、制度部門別分類において中央政府及び地方政府とともに一般政府を構成して

おり、国の年金特別会計、労働保険特別会計等のほか、地方公共団体の国民健康保険事業、後期高

齢者医療事業、介護保険事業などが該当する。

　2015年（平成 27年）基準では、中央政府によって設定、管理されている全国社会保障基金と、

地方政府によって設定、管理されている地方社会保障基金とが区別されることとなった。

就業者

　市場生産者・非市場生産者を問わずあらゆる生産活動に従事する者をいい、無給の家族従事者

を含む。

【せ】生産・輸入品に課される税

　原則として、①財貨・サービスの生産、販売、購入又は使用に関して生産者に課される租税で、

②税法上損金算入を認められ、③その負担が最終購入者へ転嫁されるものを指す。これは、生産コ

ストの一部を構成するものとみなされる。

　例としては、消費税、関税、酒税、不動産取得税、事業税、固定資産税、企業の支払う自動車税な

どが挙げられる。また、財政収入を目的とするもので、政府の事業所得に分類されない税外収入

（日本中央競馬会納付金など）も含まれる。

　家計(持ち家)は住宅賃貸業を営むものと擬制（帰属計算）されているので、家計からの住宅

（土地含む)に対する固定資産税は、生産・輸入品に課される税として扱われる。

　また、生産・輸入品に課される税の産業別配分は、直接に税を納付した産業に計上することを

原則とする。

　なお、生産・輸入品に課される税は、生産者の付加価値の一部とされる。
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制度部門別分類

　所得の受払や処分、資金の調達や資産の運用についての意思決定を行う主体の分類である。こ

の分類による取引主体には、①非金融法人企業、②金融機関、③一般政府、④家計（個人企業を含

む）、⑤対家計民間非営利団体の５つの制度部門がある。

　なお、公営企業等で経済的に意味のある価格で財貨・サービスを供給しているとみなせるもの

は、一般政府ではなく、公的企業として非金融法人企業や金融機関に分類される。

　また、金融機関が独立部門として設定されているが、これは、金融面の活動において金融機関は

他の部門とは全く異なる行動をとるので、金融機関を分離する必要があることによる。

【そ】総資本形成に係る消費税

　消費税は事業者を納税義務者としているが、税金分は事業者の販売する財・サービスの価格に

上乗せされ、最終的には消費者が負担する税であり、市町村民経済計算では生産・輸入品に課さ

れる税に分類されている。

　一方、税法上、課税業者の投資に係る消費税は、他の仕入れに係る消費税とともに事業者が消費

税を納入する時点で納税額から控除できる制度（仕入税額控除）が採られているため、この控除

分を「総資本形成に係る消費税」として扱い、支出側の総資本形成（固定資本形成及び在庫変動）

ではこの分を控除している(市町村民経済計算においては、資料の制約により支出側の推計をし

ていない)。このため、生産側においてもこの「総資本形成に係る消費税」は控除する必要がある

が、経済活動別の分割が困難であるため一括して控除している。

　県民経済計算では控除項目として独立して表章しているが、市町村民経済計算では「輸入品に

課される税・関税等」として一括して表章している。

その他の投資所得

　財産所得の一部。保険契約者に帰属する投資所得、年金受給権に係る投資所得、投資信託投資者

に帰属する投資所得からなる。

　保険契約者に帰属する投資所得には、生命保険や非生命保険の保険帰属収益及び保険契約者

配当が含まれる。このうち、保険帰属収益（保険契約者の資産から生じる投資所得）は、現実には

保険会社に留保される性格のものであるが、保険契約者に支払われるべきものであるため、保険

会社から保険契約者に一旦支払われるものとし、同額が、追加保険料として保険契約者から保険

会社に払い戻されるという処理が行われている。

　年金受給権に係る投資所得は、雇用関係をベースとする退職後所得保障制度（企業年金等）に

ついて、制度を運営する年金基金に対して、受給者たる雇用者（家計）が保有する年金受給権に

関する投資所得を指す。現実には年金基金が留保するものであるが、保険帰属収益同様に、年金基

金から一旦家計に支払われ、家計がこれを年金基金に払い戻すという処理が行われている。

　投資信託投資者に帰属する投資所得は、投資信託の留保利益を指す（平成 24年度以降）。現実

には投資者に配分されないものの、投資者に帰属する所得であることから、一旦、投資信託（金融

機関）から投資者（家計等）に支払われ、投資者が同額を投資信託に再投資した、という処理が

行われている。
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【た】対家計民間非営利団体

　家計に対して、無料ないし経済的に意味のない価格で財貨・サービスを提供する非市場生産者

で、私立学校、社会福祉事業、政治団体、労働団体、宗教団体等が該当する。このため、医療法人の

ように経済的に意味のある価格で財貨・サービスを供給しているとみなせるものは、市場生産者

に計上される。

　産出額は、政府サービス生産者同様そのコストによって評価される。具体的には、産出額＝①雇

用者報酬（人件費）＋②中間投入（物件費）＋③固定資本減耗（建物などの減価償却相当額）

＋④生産・輸入品に課される税となる。また、その性質上、営業余剰が発生しないため、費用のう

ち①③④の合計を総生産と定義している。

【ち】中間投入

　生産の過程で原材料・光熱水費・間接費等として消費された財貨・サービス。

　単なる破損の修理や正常な稼働を保つための支出は中間投入に分類されるが、耐用年数を大幅

に増大させる支出は総固定資本形成に分類される。また、機械等の固定資本の減価償却分や人件

費は中間投入に含まれず、固定資本減耗、雇用者報酬として付加価値額（総生産）に含まれる。

　産出額から中間投入を控除したものが付加価値額（総生産）となる。

賃金・俸給

　市町村民雇用者報酬の一部。給与、現物給付、企業の役員報酬、議員歳費等からなる。現物給付

は差額家賃（社宅など市中家賃より安く住宅を提供する際の差額）を含む。

賃貸料

　財産所得の一部。土地の貸借により生じる所得。

　賃貸料は、土地の純賃貸料からなる。ただし、構築物（住宅を含む）、設備、機械等の再生産可

能な有形固定資産の賃貸に関するものは、商品としてのサービスの購入、販売として扱われるの

で、ここには含まず、企業所得に含める。

　土地の賃貸は、建物や機械のそれと異なり、所有者の生産活動とみなされない。賃貸された土地

は、生産面ではあたかも使用者が所有しているかのように取り扱われ、土地の所有に伴う税金、維

持費等の経費は使用者が生産活動を行うためのコストの一部（生産・輸入品に課される税、中間

投入）として計上され、また、純賃貸料（＝総賃貸料－税金等諸経費）は使用者の営業余剰・混

合所得に含まれる。他方、財産所得（賃貸料）の受払として、使用者及び所有者に上述の純賃貸料

がそれぞれ計上される。

【は】配当

　法人企業の分配所得の一部。株式・出資金配当からなる。民間法人企業及び公的企業のみが支

払う。
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【ひ】１人当たり市町村民所得

　市町村民所得を市町村の総人口で除したものである。なお、市町村の総人口は各年１０月１日

現在の人口（注）を使用している。人口１人当たりで表すと比較が容易になることから、国や県

及び市町村、あるいは自市町村と他市町村など人口規模の異なる主体との所得水準を比較する際

に使われることが多い。

　注意しなければならないのは、市町村民所得は、市町村民雇用者報酬、財産所得、企業所得から

なり、市町村民経済全体の所得水準を表しているため、１人当たり市町村民所得は個人の平均年

収ではないことである。

　また、分子である市町村民所得の増減と分母である人口の増減により変動するので、市町村民

所得が減少しても人口減少がさらに大きい場合には１人当たり市町村民所得が増加になる場合

もあり、増減の要因には注意を要する。

　2015年（平成 27年）基準改定により、県及び県が設定、管理する地方社会保障基金の財産所

得が推計対象外となったため、１人当たり市町村民所得の市町村平均と県平均（県民経済計算の

１人当たり県民所得）は合致しない。

（注）人口・・・県民経済計算では、国勢調査年は総務省統計局「国勢調査」、国勢調査と国勢調査の間の年は総務省統計局「国

勢調査結果による補間補正人口」、最新の国勢調査以降の年は総務省統計局「人口推計年報」（都道府県別推

計人口）による。市町村民経済計算では、国勢調査の際に段差が生じるが、市町村別の値が公表されている、

県統計課「福島県の推計人口」を使用している。

【ふ】FISIM（Financial Intermediation Services Indirectly Measured)

　FISIM（間接的に計測される金融仲介サービス）は、金融サービスの一形態である。

　金融仲介機関の中には、借り手と貸し手に対して異なる利子率を課したり支払ったりすること

により、明示的には料金を課さずにサービスを提供することができるものがある（このような金

融仲介機関に資金を貸す人々（預金者）には他の場合よりも低い利子率を支払い、資金を借りる

人々にはより高い利子率を課する。）。こうした金融仲介機関による明示的には料金を課さない

サービスの価額を、間接的な測定方法を用いて推計したものが、FISIM である。

付加価値

　新たに生み出された価値。

　ＧＤＰ（Gross Domestic Product）が「国内総生産」と訳されているため、ＧＤＰについて「国

内の産業が生産した財・サービスの生産額の合計」と解釈されることがあるが、正しくは「国内の

産業が生産した財・サービスの付加価値の合計」である。

　産出額（出荷額、売上高など）から中間投入（原材料費、光熱費など）を控除した付加価値の

額が総生産である。例えば、製造品出荷額が増加しても、鉄鉱石や原油などの原材料費、光熱費が

より高騰した場合には、製造業の総生産は減少することがある。

【ほ】法人企業の配分所得

　財産所得の一部。配当。企業への出資に関して生じた投資所得であり、株式に対する配当をはじ

めとする民間非金融法人企業、協同組合の剰余金の分配のほか、法人格を有しない政府企業の剰

余金の一般政府への繰入れ（いわゆる一般政府の公的企業からの引出し）や企業の海外支店収

益、海外子会社の未分配収益なども法人企業の分配所得として扱われる。
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補助金

　補助金とは、一般的に①一般政府から市場生産者に対して交付され、②市場生産者の経常費用

をまかなうために交付されるものであり、③財貨・サービスの市場価格を低下させるものである

と考えられるものであること、という３つの条件を満たす経常交付金である。市場生産者への支

払であっても、投資を支援するための支払や運転資産の損失補填のための支払いについては補助

金には含まれない（「資本移転」に含まれる）。

　また、一般政府内や対家計民間非営利団体に対する支払も、非市場生産者に対する支払である

ことから①に該当せず、補助金には記録されない。例えば、中央政府から地方政府への公共事業負

担金（補助事業に対する国庫負担金）は「資本移転」、対家計民間非営利団体に対する経常交付金

（例えば、私学助成金）は「その他の経常移転」に分類される。

【め】名目値と実質値

　名目値は、その時点の価格で評価した値で、県や他市町村との経済規模の比較や構成比の分析

を行う際に適切な数値である。

　実質値は、ある特定の年の価格水準を基準として、物価変動の影響を取り除いた値で、異なる時

点の比較をする（経済成長率をみる）際に適切な数値である。

　なお、資料の制約から、市町村民経済計算では実質値の推計をしていない。

【も】持ち家の帰属家賃

　帰属家賃とは、実際には家賃の受払いを伴わない住宅等につ

いて、通常の借家や借間と同様のサービスが生産され消費され

るものとみなし、それを市場家賃で評価した帰属計算上の家賃

である。

　「持ち家の帰属家賃」は、持ち家住宅（自己所有住宅）につい

て計算した帰属家賃のことで、持ち家住宅の所有者が不動産業

を営んでいるものと仮定されるため、生産側では不動産業の産

出額に含まれる。

　なお、分配側ではこの営業余剰（＝「持ち家の帰属家賃」－中間投入－固定資本減耗－生産・輸

入品に課される税（控除）補助金）分が、企業所得（個人企業）に計上される。ここで、中間投入

には修繕費や住宅ローンの借入に係る FISIM（借り手側 FISIM）等、生産・輸入品に課される税

には固定資産税等が含まれる。固定資本減耗は、持ち家の固定資産から生じる減耗分を指す。

【ゆ】輸入品に課される税・関税

　財貨を輸入したときに課される関税及び輸入品商品税。産出額と中間投入には同額が含まれる

ため、産出額から中間投入を差し引いて得られる総生産（生産側）には含まれていない。しかし、

総生産（支出側）には市場価格として含まれるため、総生産（生産側）に輸入品に課される税・

関税を加えて、生産面と支出面を一致させている(市町村民経済計算においては、資料の制約によ

り支出側の推計をしていない)。輸入品に課される税・関税は、輸入した事業所所在地で計上され

るが、国民経済計算に準じて経済活動別に配分せず一括計上する。

　県民経済計算では独立して表章しているが、市町村民経済計算では、総資本形成に係る消費税

を含め「輸入品に課される税・関税等」として一括して表章している。

【よ】要素費用表示

　「市場価格表示及び要素費用表示」参照。
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【り】利子

　財産所得の一部。預貯金・債券・売掛金等の貸借により生じる所得。

　家計の支払財産所得には、利子として消費者負債利子とその他の利子が計上されている。消費

者負債利子は、住宅ローン（個人企業（持ち家）の支払）以外の消費者としての家計が支払った

利子であり、その他の利子は家計部門に含まれている個人企業が支払った利子である。

　統計表においては、消費者負債利子は家計（非企業部門）の支払利子として計上され、その他

の利子は個人企業の企業所得に含まれる。
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